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【全ての業種で運送業者や下請事業場に仕事を請け負わせる場合】
●注文者等の配慮を明確化１

【熱中症の恐れがある場合】
●熱中症の初期対応措置について義務化
〇「職場における熱中症防止のためのガイドライン」

２

【⾼年齢労働者が従事している場合】
●⾼年齢労働者の労働災害防止の推進
〇「⾼年齢者の労働災害防止のための指針」

３

【全ての業種の場合】
●治療と就業の両⽴⽀援の推進４

【産業医の辞任等があった場合】
●産業医の辞任等の報告義務化５

【⾃らが管理する場所で請負関係にある運送業者や他の作業者が混在する場合】
●作業場所管理事業者の連絡調整を義務化６

【定期健康診断、雇入れ健康診断、特定業務従事者健康診断等を実施する場合】
●血清クレアチニン検査の実施義務化７

【50人未満の事業場の場合】
●50人未満の事業場もストレスチェック実施義務化８

令和７年５⽉14⽇施⾏

令和８年４⽉１⽇施⾏

主な労働安全衛生法令の改正の概要

令和７年６⽉１⽇施⾏

令和８年４⽉１⽇施⾏

令和８年８⽉１⽇施⾏

令和９年４⽉１⽇施⾏

令和９年４⽉１⽇施⾏

令和10年４⽉１⽇施⾏
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【化学物質を製造する、使用する場合】
●SDS対象物質、リスクアセスメント実施対象物質、濃度基準値設定物質等を

順次追加します
９

【SDS対象物質を製造する場合】
●SDSについて成分名に営業秘密情報が含まれている場合、有害性が低い場合

に、代替化学名等の通知が可能に
10

【⾦属アーク溶接作業を⾏う、作業環境管理専門家に個人サンプリング
測定が必要と判断された場合等】

●個人サンプリング測定は有資格者が⾏わなければなりません
11

【SDS対象物質を製造する場合】
●SDSの通知事項に変更があった場合の譲渡者等に対する通知を義務化12

【エックス線作業主任者・ガンマ線透過写真撮影作業主任者を選任している場合】
●エックス線作業主任者・ガンマ線透過写真撮影作業主任者の職務が拡大しま

す
13

【エックス線装置、ガンマ線照射装置を取り扱う場合】
●透過写真撮影業務以外のエックス線装置（ボックス型は除く）に関して特別

教育が必要になります
14

【10ｋv以上の工業用のエックス線装置等を設置する場合】
●10ｋv以上の工業用のエックス線装置に警報装置、安全装置の設置を義務化15

令和６年４⽉1⽇施⾏

令和８年４⽉１⽇施⾏

令和８年４⽉１⽇施⾏

令和８年４⽉１⽇施⾏

令和８年10⽉１⽇施⾏

令和12年４⽉１⽇施⾏

令和９年10⽉１⽇施⾏
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【建築物、工作物等を解体・改修する場合】
●建築物、工作物の解体、改修などの工事において、実施しなければならない

石綿の有無の事前調査について、有資格者が実施しなければなりません
16

【一人親方、事業主、警備員、運送業者等が労働者と同じ場所で作業をする場合】
●労働者と同じ場所で作業する作業従事者に対して、危険有害作業、危険箇所

について保護措置を義務化（危険有害作業は令和５年施⾏）
17

【一人親方、事業主に請け負わせて混在して作業を⾏う場合】
●個人事業者等も（特定）元方事業者の混在作業の連絡調整等の対象に追加18

【個人事業者・中小事業主（役員含む）が現場で負傷した場合】
●個人事業者等の業務上災害についての報告制度を創設19

【個人事業者・中小事業主（役員含む）が労働者と同じ場所で作業を⾏う場合】
●個人事業者等が労働者と同じ場所で作業を⾏うときに、使用機械の

安全措置・定期⾃主検査の実施、特別教育の義務化
20

令和８年１⽉１⽇施⾏

令和７年４⽉１⽇施⾏

令和８年４⽉１⽇施⾏

令和９年１⽉１⽇施⾏

令和９年４⽉１⽇施⾏



２ 改正労働安全衛生法令等の詳細

１ 注文者等の配慮を明確化（R 7 . 5 . 1 4施⾏）
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建設工事の注文者その他の仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、作業方法、工期、納期等について、安全で衛生的な作業
の遂⾏を損なうおそれのある条件を付さないように配慮しなければならないこととしました。（安衛法第３条第３項関係）

【ポイント】
１ 「その他の仕事」と明記されました。（趣旨は今までと変更はありませんが誤解のないように明記）
２ 注文者が配慮しなければならない事項に、「作業方法」、「納期」を追加しました。
３ 配慮しなければならない事項を具体的に以下のとおり通達（令和７年５月１４日付け基発0514第１号）で示しました。

①作業場所
②作業方法
③作業に使用する機械・設備等
④作業に使用する原材料等
⑤作業時間帯等を指定する場合には、当該指定が「安全で衛生的な作業の遂⾏」に影響を及ぼすことがあることから、指
定内容に応じ、安全衛生上、留意すべき情報等を明示する 等

※指定内容によって安全衛生上必要となる教育・研修の受講や機械等の検査等に要した費用についても、当該費用のうち、当該
教育・研修や検査の有効期間を受注した仕事に要する期間で按分した⾦額を安全衛生経費として計上するなどの配慮が必要です。

※注文内容の変更に伴って、教育・研修や機械等の検査等が新たに必要となるような場合については、これに要する費用につい
ては、注文者が負担することが適当であるため、請負⾦に当該費用を追加するなどの配慮が必要です。

国⼟交通省のホームページに発注者、元請等に向けて安全衛生経費を確保する
よう説明するためのリーフレットを掲載しています。

厚生労働省ホームページ

「労働安全衛生法及び作業環境
測定法の一部を改正する法律
（令和７年法律第33号）」

２ 改正労働安全衛生法令等の詳細
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WBGT値28度以上⼜は気温31度以上 の環境下で

連続１時間以上⼜は１⽇４時間を超えて
実施が⾒込まれる作業

対象作業

措置内容

①発⾒体制の整備

・報告先を決める、職場巡視、
バディ制、ウェアラブルデ
バイスの使用等をする ウェアラブルデバイス

の例

③関係者への周知

・①、②の内容を作業場所の⾒
える位置に掲示、朝礼やメール
で伝達等、関係者に周知する

【緊急連絡先】
責任者︓⽒名、電話
医療機関︓病院名、住所、電話

②実施手順の作成

・熱中症疑いのある
作業者を発⾒した
時の実施手順をあ
らかじめ作成する

実施手順の例

２ 熱中症の初期対応措置について
義務化（R7 . 6 . 1施⾏）

対象作業を⾏わせる時には、あらかじめ、熱
中症の初期対応のための措置①〜③を実施しな
ければなりません。

【ポイント】
１ 熱中症での重症化を防止するために、義務化

された措置を確実に実施してください。
２ 策定予定の熱中症防止のためのガイドライン

に基づいて、熱中症を予防する措置を実施して
ください。



２ 改正労働安全衛生法令等の詳細
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２ 「職場における熱中症防止のためのガイドライン」

【ポイント】
１ 熱中症での重症化を防止するために、義

務化された措置を確実に実施してください。
２ 職場における熱中症防止のためのガイド

ラインに基づいて、熱中症を予防する措置
を実施してください。

「職場における熱中症防止のためのガイドライン」に基づいて、熱中症を予防してください。

特に、福島県⽴医科大学の各務先生の資料「熱中症予防︓最新エビデンスに基づく実践ポイント」の
とおり、以下を実施してください。

◎プレクーリングの実施（プレクーリングとは、作業前に深部体温を下げて熱中症を予防すること）

・アイススラリーを摂取

・冷⽔（⽔道⽔等）で冷やす

◎のどが渇くと感じる前に、時間を決めて⽔分塩分を
摂取する（特に空調服は脱⽔に注意） プレクーリングの方法例１

アイススラリー※を飲む

※アイススラリーとは液体に微細
な氷の粒が混じったもので、氷
等を加工して作成することも可
能ですし、市販されています。

日本スポーツ協会「スポーツ活動中の
熱中症予防ガイドブック」より

プレクーリングの方法例２

冷水（水道水等）で冷やす

①バケツや桶等に10℃〜15℃の冷水
（水道水くらいの温度）を入れる。

②約10〜15分間、手
、足を冷水の中に
入れる。

日本スポーツ協会「スポーツ活動中の
熱中症予防ガイドブック」より

２ 改正労働安全衛生法令等の詳細
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・経営トップ⾃らが安全衛生方針を表明して、担当者（組織）を
選任し、労使で話し合う機会（安全衛生委員会等）を設けましょう

安全衛生管理体制の確⽴

危険源の特定等のリスクアセスメントの実施

・⾼年齢労働者の⾝体機能等の低下等による労働災害の発生リ
スクについて、リスクアセスメントを実施しましょう

※リスクアセスメントの実施が難しい場合には、「エイジアク
ション100」のチェックリストを活用しましょう

・リスクの⾼いものから順に優先順位をつけて年間計画
等を作成して、右の①〜④のリスク低減措置を実施し
ましょう

・リスク低減措置は、⾼年齢者労働者の特性を考慮し、
作業環境管理、作業管理、健康管理を意識して検討し
ましょう

優先順位をつけてリスク低減措置を実施

【ポイント】
１ 中小規模事業場を対象とした「エイジフレンドリー補助⾦」制度

では、専門家によるリスクアセスメントに要する経費、リスクア
セスメントを実施して、リスク低減措置を講じるための経費、⾼
年齢労働者の熱中症予防のための経費について補助の対象として
いますので活用してください。

２ 中央労働災害防止協会では「中小規模事業場安全衛生サポート事
業」として、労働者数が概ね100人未満の製造業、第3次産業、鉱
業及び農業の業種で、労災保険適用の事業場を対象として、無料
で安全衛生専門家のサポートが受けられる事業を実施しています
ので活用してください。

３ ⾼年齢労働者の労働災害防止の推進（R 8 . 4 . 1 施⾏）

⾼年齢労働者の労働災害の防止を図るため、⾼年齢労働者の特性に配慮した作業環境の改善、作業管理など
の必要な措置を講ずることが事業者の努⼒義務となり、その措置について「⾼年齢者の労働災害防止のための
指針」（令和8年2月10日付け⾼年齢者の労働災害防止のための指針公示第１号）を示しました。

【リスク低減措置】
①職場環境の改善
②健康や体⼒の状況の把握
③健康や体⼒の状況に応じた対応
④安全衛生教育

【リスク低減措置内容の検討順位】
ア 危険な作業の廃止・変更等の措置
イ 手すり設置、段差解消等の工学的対策
ウ マニュアル整備等の管理的対策
エ ⾝体負荷を軽減する個人用装備の使用



２ 改正労働安全衛生法令等の詳細
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【ポイント】
１ 厚生労働省インターネットサイト「治療と仕事の両⽴⽀援

ナビ」を参照してください。

２ 「独⽴⾏政法人労働者健康安全機構福島産業保健総合⽀援
センター」では、無料で、治療と仕事の両⽴⽀援に関する個
別訪問や相談対応を実施していますので活用してください。

４ 治療と就業の両⽴⽀援の推進（R 8 . 4 . 1 施⾏）

「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」の改正により、事業主は労働者の治療と
就業との両⽴を⽀援するよう努めなければなりません。

また、治療と就業の両⽴⽀援指針（令和8年2月10日付け令和８年厚生労働省告示第 28 号）を定めましたので、指針に基づいて両⽴
⽀援を推進してください。

独⽴⾏政法人労働者健康安全機構福島産業
保健総合⽀援センター ホームページ

厚生労働省ホームページ

「治療と仕事の両⽴⽀援ナビ」

２ 改正労働安全衛生法令等の詳細

10

５ 産業医の辞任等の報告義務化（R8.８ .1施⾏）

労働者50人以上の事業場は産業医を選任しなければなりませんが、選任し
た産業医が辞任等した場合には、電子にて報告しなければならなくなります。

別の産業医の選任に伴って解任する場合には、従前の選任報告で報告して
いただいて構いません。

６ 作業場所管理事業者の連絡調整を義務化（R９.４.1施⾏）

以下の【条件１】と【条件２】の両方を満たす場合には、作業場所を管理する事業
者は、災害防止のために、作業間の連絡調整を⾏わなければなりません。（どちらか
のみの条件しか満たさない場合でも、実施することが求められます）

【条件１】
以下①と②の作業従事者が混在して作業を⾏う

①場所を管理する事業者の作業従事者
②請負関係にある事業者や個人事業者の作業従事者

【条件２】
①と②の作業従事者のどちらかが以下の作業（周囲に危害を及ぼす作業）を⾏う

●作業主任者の選任が必要な作業
●安衛法令で作業指揮者を定める必要のある作業
●貨物⾃動⾞の荷の搬入・搬出の業務
●クレーン、フォークリフト等の定期⾃主検査、検査後の補修等の業務



２ 改正労働安全衛生法令等の詳細
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７ 血清クレアチニン検査の実施義務化（R９.４.1施⾏）

雇入時の健康診断、定期健康診断、特定業務従事者の健康診断、海外派遣労働者の健康診断に血清クレアチニン検査（血液検査）を追
加します。

医師が必要でないと認めた場合には省略することが出来ますが、他の省略できる項目と同様、医師の判断が必要です。

なお、併せて、喀痰検査の削除、肝機能検査の酵素名の変更（例えば「γ‐GTP」→「γ‐GT」に変更等）を⾏います。

８ 50人未満の事業場もストレスチェック実施義務化（R10 .４ .1施⾏）

50人未満の事業場について、現在はストレスチェックの実施を努⼒義務としていましたが、令和10年4月1日から
は義務化されます。

※当初、施⾏日は別途としていましたが、令和10年4月1日
に施⾏することが決まりました

【ポイント】
ストレスチェックの実施方法やどこに依頼する

かを事前に確認しておいて、令和10年から実施出
来るようにしてください。

２ 改正労働安全衛生法令等の詳細
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９ SDS対象物質、リスクアセスメント実施対象物質、濃度基準値設定物質等を順次追加します
（R６ .４ . 1施⾏）

SDS対象物質、リスクアセスメント実施対象物質、濃度基準値設定物質等を順次追加していますので、追加物質を確認し
てください。

令和9年４月1日、令和10年４月1日に追加される物質は既に公表されています。

10 SDSについて成分名に営業秘密情報が含まれている場合、有害性が低い場合に、代替化学名等
の通知が可能に（R８ .４ . 1施⾏）

SDSについて、化学物質の成分名に企業の営業秘密情報が含まれる場合においては 、有害性が相対的に低い化学物質に限り 、
通知事項のうち成分名について、代替化学名での通知が認められることとなりました。

なお代替化学名等での通知を⾏った事業者は実際の成分名等の情報についての記録・保存が義務付けられました。

また、当該事業者は医師が診断及び治療のために成分名の開示を求めた場合は 、直ちに成分名の開示を⾏うことが義務付けら
れました 。
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11 個人サンプリング測定は有資格者が⾏わなければなりません（R８.10 .1施⾏）

⾦属アーク溶接作業を⾏う場合、作業環境測定を実施して管理Ⅲとなり作業環境管理専門家に個人サンプリング測定が必
要と判断された場合、化学物質のリスクアセスメントを実施して個人サンプリング測定が必要と判断した場合等で、個人サ
ンプリング測定を⾏う時には有資格者が⾏わなければならなくなります。

12 SDSの通知事項に変更があった場合の譲渡者等に対する通知を義務化（R12 .４ .1施⾏）

現在、SDS対象物質を製造している事業場は、SDSに変更があった時には、譲渡者等に対して通知するよう努めなければなら
ないですが、令和12年4月1日からは、通知を罰則付きの義務とします。

２ 改正労働安全衛生法令等の詳細
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13 エックス線作業主任者・ガンマ線透過写真撮影作業主任者の職務が拡大します（R８ .４ . 1施⾏）

エックス線作業主任者・ガンマ線透過写真撮影作業主任者の職務に以下の事項が追加されます。

●⾃動警報装置の異常時に、その装置の使用を止めさせるなどの必要な措置

●放射線業務従事者の被ばくをできるだけ少なくするように作業の方法を定めて、作業の指揮をする

●安全装置の点検、異常時の必要な措置を講じる（R9.10.1)

14 透過写真撮影業務以外のエックス線装置（ボックス型は除く）に関して特別教育が必要に
なります（R８ .４ . 1施⾏）

エックス線装置⼜はガンマ線照射装置を取り扱う業務を⾏う時は、特別教育が必要になります。（改正前は透過写真を撮影する業務に
限っていましたが、改正後は、写真撮影業務以外の場合についても特別教育が必要になります。）

ただし、装置の内部にのみ管理区域が存在し、かつ 、エックス線またはガンマ線の照射中に労働者の⾝体の全部または一部が その内
部に入ることのないように遮へいされた構造を備えた装置（いわゆるボックス型の装置）を使用する業務は対象に含まれません 。

15 10ｋv以上の工業用のエックス線装置に警報装置、安全装置の設置を義務化（R９.10 .1施⾏）

10ｋv以上の工業用のエックス線装置には、⾃動警報装置、インターロックや安全ロックキー、リミットスイッチ連動の照射停止
装置のような安全装置の設置が義務化されます。（改正前は、150ｋｖ超の場合に規定されていましたが、改正後は10kv以上から設
置が必要です）

【エックス線作業主任者】
医療用⼜は波⾼値による定格管電圧が千キロボルト以上のエッ

クス線を発生させる装置の使用等
【ガンマ線透過写真撮影作業主任者】

ガンマ線照射装置を用いて⾏う透過写真の撮影の作業
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 原則、すべての解体・改修工事を⾏う場合には、工事施工箇所に石綿が含有
しているか事前調査を⾏わなければなりません。

 事前調査を実施した工事のうち、床面積80ｍ2以上の解体、請負⾦税込100
万円以上の改修工事等対象工事の場合は、あらかじめ監督署に事前調査結果
を報告しなければなりません。

 事前調査について、建築物、工作物は有資格者が⾏わなければなりません。

〜事前調査に関するフロー図〜

建築物、工作物⼜は船舶（鋼製の船舶に限る）の解体、改修（封じ込め⼜は囲い込みを含む）の作業を⾏う場合

※床⾯積、請負⾦額、着工⽇に関係なく、解体・改修工事をする場合には、原則、事前調査を⾏わなければなりません。

石綿に係る事前調査を実施
報告対象工事の場合

事前調査結果を報告

※石綿の有無に関係なく、報告対象工事の場合は
報告しなければなりません。

事業場で事前調査結果を３年保存

報告対象外の場合

※事前調査結果の一部を現場に掲示しなければなりません
※石綿含有、含有とみなす場合、事前調査結果を現場に備え付け
なければなりません

【ポイント】
１ 電動工具等を用いて、石綿等が使用されている可能性が

ある壁面等に⽳を開ける作業は、事前調査を⾏う必要があ
ります。

２ 平成18年9月1日以降に新築された建築物の解体等の場
合、新築の着工日を文書で確認する方法で事前調査を⾏っ
て構いません。

３ 事前調査結果の報告は、石綿の有無に関係ありません。

1６ 石綿の有無の事前調査について、有資格者が実施しなければなりません（R８.１.1施⾏）

２ 改正労働安全衛生法令等の詳細
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令和７年４⽉１⽇施⾏
一人親方等、同じ場所で作業する労働者以外の者に対して、
一定の危険性に対処する保護措置を義務化（危険箇所）

令和５年４⽉１⽇施⾏
一人親方等、同じ場所で作業する労働者以外の者に対して、
一定の保護措置を義務化（危険有害作業）

労働安全衛生法第20条、第21条及び第25条、第25条の
２に関して定められている以下の４つの省令で、作業場所
に起因する危険性に対処（退避、危険箇所への⽴入禁止等、
火気使用禁止、悪天候時の作業禁止）する危険箇所での作
業を⾏う場合に対象となります。

・労働安全衛生規則 ・ボイラー及び圧⼒容器安全規則 ・クレーン等
安全規則 ・ゴンドラ安全規則

労働安全衛生法第22条に関して定められている以下の11

の省令で、労働者に対する健康障害防止のための保護措置
の実施が義務付けられている危険有害作業を⾏う場合に対
象となります。

・労働安全衛生規則 ・有機溶剤中毒予防規則 ・鉛中毒予防規則 ・四ア
ルキル鉛中毒予防規則 ・特定化学物質障害予防規則・⾼気圧作業安全衛
生規則 ・電離放射線障害防止規則 ・酸素欠乏症等防止規則 ・粉じん障
害防止規則 ・石綿障害予防規則・東日本大震災により生じた放射線物質
により汚染された⼟壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害
防止規則

対象作業

下請事業者、一人親方（個人事業者）、資材搬入業者、
警備員等にも必要な措置を実施しなければなりません。
・⾞両系荷役運搬機械、⾞両系建設機械、解体用機械等の接
触防止（⽴入禁止）等の措置

・クレーン作業等で悪天候時の作業禁止措置 等

下請事業者、一人親方（個人事業者）、資材搬入業者、警
備員等にも健康障害を防止するための措置を実施しなければ
なりません。
・一人親方、下請事業者に局所排気装置等の設備の使用
・特定の作業方法が義務付けられている作業について作業方法
の周知

・保護具使用の周知
・⽴入禁止、喫煙・飲⾷禁止、事故時の退避措置 等

実施事項

発注者の場合を除いて、請負契約の相手方に対して、保護措置を実施しなければなりません。なお、作業の全部を請け
負わせるときは、発注者となり、措置義務の対象とはなりません。措置義務者

厚生労働省ホームページ
「個人事業者等の安全衛生
対策について」

1７ 作業従事者（一人親方、事業主、警備員、運送業者等）に対して、保護措置を義務化
（R７.４.1施⾏）
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19 個人事業者・中小事業主（役員含む）等の業務上災害についての報告制度を創設（R９.1 .1施⾏）

個人事業主、中小事業の事業主（役員含む）が、別の事業場の労働者と同じ場所で作業を⾏っている時に、休業4日以上
の死傷をした場合、労働基準監督署に報告しなければならなくなります。

報告制度の詳細につきましては、今後示される予定です。

20 個人事業者・中小事業主（役員含む）等の使用機械の安全措置・定期自主検査の実施、特別教育
の義務化（R９.４.1施⾏）

個人事業主、中小事業の事業主（役員含む）が別の事業場の労働者と同じ場所で作業を⾏う場合には、①構造規格や安全装置
を具備しない機械などの使用の禁止、②特定の機械等の定期⾃主検査の実施、③特別教育の受講を義務付けます。

18 個人事業者等も（特定）元方事業者の混在作業の連絡調整等の対象に追加（R８.４.1施⾏）

（特定）元方事業者は、「全ての関係請負人」が参加する協議組織を設置し、作業間の連絡調整や巡視、法律に違反しな
いよう指導しなければなりませんが、「全ての関係請負人」に個人事業者等も追加しました。


